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地
方
分
権
改
革
推
進
法
案
参
照
条
文

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

第
一
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広
く
担
う
も
の
と
す
る
。

②

国
は
、
前
項
の
規
定
の
趣
旨
を
達
成
す
る
た
め
、
国
に
お
い
て
は
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
と
し
て
の
存
立
に
か
か
わ
る
事
務
、
全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い

国
民
の
諸
活
動
若
し
く
は
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
な
準
則
に
関
す
る
事
務
又
は
全
国
的
な
規
模
で
若
し
く
は
全
国
的
な
視
点
に
立
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
及
び
事

業
の
実
施
そ
の
他
の
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
重
点
的
に
担
い
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共
団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
と

の
間
で
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
制
度
の
策
定
及
び
施
策
の
実
施
に
当
た
つ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
が
十
分
に
発
揮
さ

れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
与
の
意
義
）

第
二
百
四
十
五
条

本
章
に
お
い
て
「
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
関
与
」
と
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
処
理
に
関
し
、
国
の
行
政
機
関
（
内
閣
府

設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
機
関
た
る
内
閣
府
、
宮
内
庁
、
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定

す
る
機
関
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
の
所
轄
の
下
に
置
か
れ
る
機
関
又
は
こ
れ

ら
に
置
か
れ
る
機
関
を
い
う
。
以
下
本
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
の
機
関
が
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為
（
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
当
該
行
為

の
名
あ
て
人
と
な
る
も
の
に
限
り
、
国
又
は
都
道
府
県
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
支
出
金
の
交
付
及
び
返
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

助
言
又
は
勧
告

ロ

資
料
の
提
出
の
要
求

ハ

是
正
の
要
求
（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
処
理
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
又
は
著
し
く
適
正
を
欠
き
、
か
つ
、
明
ら
か
に
公
益
を
害
し
て
い
る
と
き
に
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
行
わ
れ
る
当
該
違
反
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
の
求
め
で
あ
つ
て
、
当
該
求
め
を
受
け
た
普
通
地
方
公
共
団

体
が
そ
の
違
反
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。
）

ニ

同
意

ホ

許
可
、
認
可
又
は
承
認

ヘ

指
示

ト

代
執
行
（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
処
理
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
又
は
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
事
務
の
処
理
を
怠
つ
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
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是
正
の
た
め
の
措
置
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
代
わ
つ
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
）

二

普
通
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議

三

前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
ほ
か
、
一
定
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
具
体
的
か
つ
個
別
的
に
関
わ
る
行
為
（
相
反
す
る
利
害
を
有
す
る
者
の

間
の
利
害
の
調
整
を
目
的
と
し
て
さ
れ
る
裁
定
そ
の
他
の
行
為
（
そ
の
双
方
を
名
あ
て
人
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
審
査
請
求
、
異
議
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
対

す
る
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
行
為
を
除
く
。
）

○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

一

内
閣
総
理
大
臣

二

国
務
大
臣

三

会
計
検
査
院
長
及
び
そ
の
他
の
検
査
官

四

人
事
院
総
裁
及
び
そ
の
他
の
人
事
官

五

内
閣
法
制
局
長
官

六

内
閣
官
房
副
長
官

七

内
閣
危
機
管
理
監

八

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官

九

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

十

副
大
臣
及
び
法
律
で
国
務
大
臣
を
も
つ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
各
庁
の
副
長
官
（
以
下
「
副
長
官
」
と
い
う
。
）

十
一

大
臣
政
務
官
及
び
長
官
政
務
官

十
二

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
会
長
及
び
常
勤
の
委
員

十
三

公
正
取
引
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員

十
四

国
家
公
安
委
員
会
委
員

十
五

公
害
等
調
整
委
員
会
の
委
員
長
及
び
常
勤
の
委
員
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十
六

中
央
労
働
委
員
会
の
常
勤
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員

十
七

総
合
科
学
技
術
会
議
の
常
勤
の
議
員

十
八

原
子
力
委
員
会
委
員
長

十
九

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員
長

二
十

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
会
長

二
十
一

中
央
更
生
保
護
審
査
会
委
員
長

二
十
二

宇
宙
開
発
委
員
会
委
員
長

二
十
三

社
会
保
険
審
査
会
委
員
長

二
十
四

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
委
員
長

二
十
五

食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
六

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
七

原
子
力
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
八

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
九

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

三
十

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
一

地
方
財
政
審
議
会
委
員

三
十
二

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
三

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
四

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
五

宇
宙
開
発
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
六

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
七

社
会
保
険
審
査
会
委
員

三
十
八

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

三
十
九

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

四
十

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

四
十
一

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

四
十
二

宮
内
庁
長
官
、
侍
従
長
、
東
宮
大
夫
及
び
式
部
官
長
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四
十
三

特
命
全
権
大
使
（
以
下
「
大
使
」
と
い
う
。
）
及
び
特
命
全
権
公
使
（
以
下
「
公
使
」
と
い
う
。
）

四
十
四

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
秘
書
官
及
び
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
定
め
る
裁
判

官
の
秘
書
官
（
以
下
「
秘
書
官
」
と
い
う
。
）

四
十
五

非
常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

四
十
六

会
計
検
査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
委
員

四
十
七

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
非
常
勤
の
会
長
及
び
非
常
勤
の
委
員

四
十
八

公
害
等
調
整
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

四
十
九

公
安
審
査
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員

五
十

中
央
労
働
委
員
会
の
非
常
勤
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員

五
十
一

総
合
科
学
技
術
会
議
の
非
常
勤
の
議
員

五
十
二

食
品
安
全
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

五
十
三

原
子
力
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

五
十
四

原
子
力
安
全
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

五
十
五

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
委
員

五
十
六

国
会
等
移
転
審
議
会
委
員

五
十
七

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
非
常
勤
の
委
員

五
十
八

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
非
常
勤
の
委
員

五
十
九

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

六
十

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

六
十
一

電
波
監
理
審
議
会
委
員

六
十
二

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
非
常
勤
の
委
員

六
十
三

宇
宙
開
発
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

六
十
四

労
働
保
険
審
査
会
の
非
常
勤
の
委
員

六
十
五

中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員

六
十
六

運
輸
審
議
会
の
非
常
勤
の
委
員

六
十
七

土
地
鑑
定
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

六
十
八

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員
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六
十
九

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
非
常
勤
の
委
員

七
十

中
央
選
挙
管
理
会
の
委
員

七
十
一

日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
の
会
長
、
副
会
長
及
び
委
員

七
十
二

日
本
学
術
会
議
会
員

七
十
三

国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
宮
内
庁
の
職
員
の
う
ち
第
四
十
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

七
十
四

国
会
職
員

七
十
五

国
会
議
員
の
秘
書

○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

附

則

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

沖
縄
の
復
帰
に
伴
い
政
府
に
お
い
て
特
別
の
措
置
を
要
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
く
遺
棄
化
学
兵
器
（
我
が
国
が
遺
棄
締
約
国
と
し
て
遺
棄
化
学
兵
器
を
特
に
緊
急
に

廃
棄
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
領
域
締
約
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

２

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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期
限

事
務

平
成
二
十
三
年
三
月
三

一

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）

十
一
日

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
計
画
（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
号
）
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成

十
一
日

十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

３

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
各
号
及
び
前
二
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支

援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
応
措
置
（
自
衛
隊
が
実
施
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
及
び
前
三
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
に

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

イ

設
立

ロ

定
款
の
変
更
の
決
議

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
の
選
任
及
び
解
任
の
決
議

ニ

合
併
、
分
割
及
び
解
散
の
決
議

二

関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
審
議
会
等
の
設
置
の
特
例
）

第
四
条

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に
置
か
れ
る
沖
縄
振
興
審
議
会
は
、
本
府
に
置
く
。


